
東京都の広域道路ネットワークの改定について 

 

１．東京都の広域道路ネットワーク 

  平成 30年の「道路法等の一部を改正する法律」の制定を契機に「東京都広域道路

整備基本計画」を見直し、「東京都の広域道路ネットワーク」として取りまとめている。  

本計画ではインフラとして都市を支えるための目指すべき高速道路ネットワークや

広域的な都市計画道路ネットワークを示している。なお、本計画は「広域道路交通ビ

ジョン」及び「広域道路交通計画」で構成されており、その内容は「未来の東京」戦

略、都市づくりのグランドデザイン及び東京における都市計画道路の整備方針（第四

次事業化計画）を基に作成している。 

 

２．これまでの経緯 

 ➢ 平成５年 12月 広域道路整備基本計画の策定 

 ➢ 平成 10年６月 広域道路整備基本計画の改定 

 ➢ 平成 30年３月 道路法等の一部を改正する法律が制定され、重要物流道路制度

が新設 

 ➢ 平成 30年９月 平成 30年度第１回東京都道路協議会の開催 

◇ 新たな広域道路交通計画について 

◇ 地域の現状と将来像について etc 

 ➢ 平成 31年１月 平成 30年度第２回東京都道路協議会の開催 

◇ 東京都新広域道路交通ビジョン 中間とりまとめについて 

◇ 東京都新広域道路交通計画(一次案)について etc 

 ➢ 平成 31年４月 供用中区間を先行して、重要物流道路の一次指定（国） 

 (➢) 令和３年５月  令和３年度第１回東京都道路協議会を書面開催 

 

３．令和３年度第１回東京都道路協議会 

  これまでの経緯を踏まえ、計画の深度化が図られた「東京都の広域道路ネットワー

ク（案）」について、協議会委員の意見を聴取することを目的に開催する。本会議で

得られた意見については、事務局により計画への反映を検討する。 

 

４．今後の予定 

 ➢ 令和３年５月 24日 意見書回答期限 

 ➢ 令和３年６月中旬 「東京都の広域道路ネットワーク」を改訂 ⇒ ＨＰで公表 
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